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高

森

町

た
か

も
り

ま
ち

（役 場）

一 
 

概

況

二 
 

町
名
の
由
来

 
 

熊
本
県
東
端
に
位
置
す
る
町
で
、
人
口
六
、
七
一
六
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）
、
面
積
約
一

七
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
東
は
大
分
県
及
び
宮
崎
県
に
接
し
、
北
は
阿
蘇
市
、
南
は

山
都
町
、
西
は
南
阿
蘇
村
に
接
し
て
い
る
。
町
は
、
東
南
部
の
阿
蘇
外
輪
山
に
よ
っ
て
二
分
さ

れ
、
旧
火
口
内
は
南
阿
蘇
村
な
ど
と
と
も
に
南
郷
谷
を
形
成
し
て
標
高
六
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
台

地
と
な
り
、
外
輪
山
外
側
は
、
標
高
平
均
六
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
波
状
急
傾
斜
地
帯
を
な
し
て
九

州
山
脈
へ
と
連
な
っ
て
い
る
。

 
 

産
業
は
、
農
業
が
主
体
を
な
し
、
稲
作
と
畜
産
に
加
え
、
高
冷
地
野
菜
、
り
ん
ご
な
ど
の
生

産
が
盛
ん
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
豊
富
な
森
林
資
源
を
有
し
林
業
も
盛
ん
で
、
製
材
工
場
が
多

い
。

 
 

Ｊ
Ｒ
豊
肥
本
線
か
ら
分
岐
し
た
第
三
セ
ク
タ
ー
南
阿
蘇
鉄
道
が
立
野
駅
か
ら
高
森
駅
間
を
運

行
し
、
山
都
町
を
経
て
延
岡
市
へ
至
る
国
道
と
九
州
横
断
道
路
と
を
結
ぶ
国
道
が
交
通
の
根
幹

を
な
し
、
国
道
に
は
定
期
バ
ス
が
運
行
さ
れ
て
い
る
。

 
 

阿
蘇
地
方
の
開
祖
健
磐
龍
命
に
因
む
名
所
旧
跡
、
阿
蘇
山
に
か
か
わ
る
観
光
地
が
各
所
に
散

在
し
、
名
所
旧
跡
と
し
て
は
空
洞
の
権
現
山
と
健
磐
龍
命
の
逸
話
で
知
ら
れ
て
い
る
羅
漢
山
、

吉
見
神
社
、
高
森
阿
蘇
神
社
な
ど
が
あ
り
、
観
光
地
と
し
て
は
通
称
九
十
九
曲
が
り
と
も
い
う

高
森
峠
、
高
森
湧
水
ト
ン
ネ
ル
、
高
森
公
園
、
青
栄
山
、
根
子
岳
の
山
麓
に
あ
っ
て
キ
ャ
ン
プ
、

ハ
イ
キ
ン
グ
に
適
し
た
鍋
の
平
、
地
獄
谷
、
大
谷
ダ
ム
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

ほ
か
休
暇
村
南
阿
蘇
を
核
と
し
て
高
森
温
泉
館
な
ど
が
あ
る
。

 
 

阿
蘇
大
神
健
磐
龍
命
が
、
住
居
を
定
め
る
た
め
阿
蘇
山
上
よ
り
矢
を
放
ち
、
そ
の
矢
の
落
ち

た
と
こ
ろ
を
住
居
に
定
め
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
付
近
を
「
御
矢
村
」
と
い
っ
て
、
高
森
発
祥
の

地
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
高
森
」
の
名
も
こ
れ
か
ら
端
を
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
高
は
高
皇
産

霊
、
高
御
座
な
ど
の
尊
称
言
で
、
森
は
「
杜
」
で
、
祖
先
神
霊
の
鎮
ま
る
浄
地
と
い
う
意
味
で

「
高
貴
な
人
が
住
居
を
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
」
と
い
う
こ
と
か
ら
で
た
と
い
う
。

 
 

昭
和
の
合
併
時
の
新
町
名
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
合
併
町
村
間
に
い
ろ
い
ろ
と
意
見
も
あ
っ

た
が
、
高
森
町
は
古
く
か
ら
阿
蘇
南
部
一
〇
か
町
村
の
政
治
、
経
済
、
交
通
の
中
心
地
で
あ
っ



―1148―

た
ば
か
り
で
な
く
、
中
世
に
は
阿
蘇
氏
の
南
郷
に
お
け
る
拠
点
で
あ
り
、
旧
藩
時
代
に
は
高
森

手
永
会
所
の
所
在
地
で
あ
っ
た
の
で
、
高
森
町
の
名
を
そ
の
ま
ま
残
す
こ
と
が
最
も
適
当
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
、
合
併
促
進
協
議
会
に
お
い
て
満
場
一
致
で
新
町
名
を
「
高
森
町
」
と
決
定

し
た
。

 
 

平
成
一
二
年
三
月
の
県
の
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
に
お
い
て
は
、
高
森
町
に
つ
い
て
は
、
蘇

陽
町
、
白
水
村
、
久
木
野
村
、
長
陽
村
、
西
原
村
の
五
町
村
と
の
組
合
せ
と
、
そ
こ
か
ら
蘇
陽

町
、
西
原
村
が
外
れ
た
三
村
と
の
組
合
せ
と
い
う
二
つ
の
合
併
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
た
。

 
 

当
初
は
、
南
阿
蘇
地
域
一
体
で
の
検
討
が
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
西
原
村
が
検
討
枠
組
み
か
ら

離
脱
し
、
残
る
五
町
村
の
う
ち
、
白
水
村
、
久
木
野
村
、
長
陽
村
が
三
村
合
併
の
意
向
を
固
め

た
こ
と
か
ら
、
高
森
町
は
次
善
策
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

 
 

そ
の
後
、
町
は
白
水
村
、
久
木
野
村
、
長
陽
村
の
枠
組
み
へ
の
参
加
を
模
索
し
た
が
実
現
せ

ず
、
ま
た
、
高
森
町
内
で
は
蘇
陽
町
と
の
合
併
を
求
め
る
住
民
発
議
の
動
き
も
あ
っ
た
が
、
蘇

陽
町
が
矢
部
町
、
清
和
町
と
の
協
議
を
進
め
て
い
た
こ
と
か
ら
こ
れ
も
な
ら
ず
、
高
森
町
は
合

併
特
例
法
期
限
内
の
合
併
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
（
第
二
編
「
阿
蘇
地
域
」
参
照
）

 
 

阿
蘇
大
神
健
磐
龍
命
が
、
国
土
草
創
の
と
き
、
一
時
宮
居
を
定
め
た
と
こ
ろ
で
、
管
内
に

は
多
く
の
古
墳
が
点
在
し
て
い
る
。

 
 

当
地
域
は
、
中
世
ま
で
は
阿
蘇
家
の
所
領
で
、
そ
の
支
族
村
山
家
や
高
森
家
に
よ
っ
て
治

め
ら
れ
た
が
、
天
正
年
間
（
一
五
七
三
～
一
五
九
一
）
に
落
城
し
た
の
ち
は
佐
々
、
加
藤
を

経
て
細
川
氏
の
領
地
と
な
っ
た
。
旧
藩
時
代
、
高
森
手
永
と
称
し
、
阿
蘇
郡
代
の
管
轄
下
に

あ
っ
て
、
高
森
町
、
色
見
村
、
上
中
村
、
下
中
村
、
市
下
村
、
白
川
村
、
竹
崎
村
、
吉
田
村
、

下
市
村
、
下
硯
村
、
二
子
石
村
を
総
括
し
、
惣
庄
屋
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
て
い
た
が
、
天
和

元
年
（
一
六
八
一
）、
色
見
村
か
ら
分
村
し
て
上
色
見
村
が
で
き
た
。

 
 

旧
記
に
よ
れ
ば
、「
高
森
会
所
高
森
町
に
あ
り
、
一
二
か
村
を
領
す
。
」
と
あ
り
、
当
時
の

会
所
す
な
わ
ち
政
庁
は
、
も
と
高
森
町
に
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
い
つ
の
こ
ろ
に
か
吉
田
新
町

（
一
） 

 

高
森
町

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

三 
 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯
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制
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町
村
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町
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制
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戦

ま
で
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戦
時

草

部
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高

森

町

色

見

村

野

尻

村

高

森

町

高

森

町

（
昭
三
〇
・
四
・
一

新
設
）

（
昭
三
二
・
八
・
一

編
入
）

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

高

森

町

芹

口

村

草

部

村

菅

山

村

永

野

原

村

下

切

村

矢

津

田

村

中

村

色

見

村

上

色

見

村

津

留

村

野

尻

村

尾

下

村

河

原

村

草
ヶ
矢
村

草

部

村

草

部

村

色

見

村

色

見

村

野

尻

村

野

尻

村

(

明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

(

明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

(

明
二
二
・
四
・
一

新
設
） (

明
二
七
・
一
・
一
二

村
名
改
称
）

高

森

町



 －3－

に
移
り
、
高
森
町
に
は
そ
の
出
張
所
す
な
わ
ち
出
会
所
が
お
か
れ
た
。
現
在
、
出
会
所
の
跡

を
高
屋
敷
と
呼
ん
で
る
。 

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
大
小
区
制
の
下
で
は
、
吉
田
村
以
東
の
高
森
、
色
見
を

合
わ
せ
て
第
一
一
大
区
第
九
小
区
に
編
入
さ
れ
、
一
二
年
、
高
森
の
み
で
一
行
政
区
域
を
な

し
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
が
、
一
七
年
の
行
政
区
画
変
更
に
よ
り
色
見
、
上
色
見
が
こ
れ
に

加
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
二
二
年
の
町
村
制
施
行
の
と
き
、
色
見
、
上
色
見
の
両
村
を
分
離

し
て
単
独
で
町
と
な
っ
た
。 

（
二
） 

草
部
村 

上
古
の
い
わ
ゆ
る
「
知
保
郷
」
の
一
部
で
あ
っ
て
、
旧
記
に
よ
れ
ば
神
武
天
皇
の
第
一
皇

子
彦
八
井
命
（
草
部
吉
見
神
社
の
祭
神
）
が
今
の
草
部
、
吉
見
の
地
に
宮
居
を
定
め
、
天
皇

御
東
遷
後
の
治
安
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
い
わ
れ
、
中
世
ま
で
阿
蘇
家
の
所
領
で
あ
っ
た

が
、
の
ち
加
藤
、
細
川
氏
の
領
有
と
な
り
、
藩
政
時
代
に
は
野
尻
会
所
の
支
配
下
に
置
か
れ

て
い
た
。
そ
の
後
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
大
小
区
制
に
よ
り
、
本
村
の
地
域
は
、

第
一
一
大
区
第
七
小
区
に
編
入
さ
れ
た
。
一
二
年
、
草
部
村
等
五
か
村
が
一
行
政
区
域
を
な

し
、
矢
津
田
村
、
中
村
は
野
尻
村
、
津
留
村
と
と
も
に
一
行
政
区
域
を
な
し
た
が
、
一
七
年

に
は
草
部
村
等
五
か
村
と
矢
津
田
村
、
中
村
の
計
七
か
村
が
芹
口
村
列
と
し
て
同
一
戸
長
役

場
の
行
政
区
域
に
入
っ
た
。
二
二
年
の
町
村
制
施
行
の
際
は
、
そ
の
ま
ま
七
か
村
が
合
併
し
、

草
部
の
「
草
」
と
矢
津
田
の
「
矢
」
を
と
っ
て
「
草
ケ
矢
村
」
と
称
し
た
が
、
由
緒
あ
る
本

村
の
呼
称
と
し
て
は
は
な
は
だ
意
義
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
二
七
年
一
月
一
二
日
、
草

部
村
と
改
名
し
た
。 

（
三
） 

色
見
村 

南
郷
谷
の
東
南
端
に
あ
り
、
中
世
ま
で
阿
蘇
氏
の
支
配
下
に
属
し
て
い
た
。
阿
蘇
文
書
に

よ
る
と
、
鎌
倉
末
期
に
北
条
氏
の
地
頭
職
が
山
鳥
に
置
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
祭
政

の
実
権
は
、
依
然
阿
蘇
氏
の
掌
中
に
お
か
れ
て
い
た
。 

永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）、
近
衛
家
の
庶
流
岩
下
常
陸
介
家
信
が
阿
蘇
家
か
ら
色
見
の
荘
を

賜
っ
て
こ
の
地
に
土
着
し
、
の
ち
、
五
位
に
叙
せ
ら
れ
て
大
祭
職
に
任
ぜ
ら
れ
て
か
ら
、
代
々

家
職
の
か
た
わ
ら
地
方
の
教
導
に
あ
た
っ
た
。 

天
正
の
丘
乱
で
、
阿
蘇
家
が
没
落
す
る
と
、
そ
の
一
族
も
運
命
を
と
も
に
し
、
慶
長
以
降

は
加
藤
、
細
川
両
氏
の
領
有
に
帰
し
た
。 

旧
藩
時
代
、
高
森
手
永
に
属
し
、
高
森
町
と
同
じ
く
阿
蘇
郡
代
の
管
轄
下
に
あ
っ
て
、
上

組
と
称
し
て
庄
屋
に
よ
り
治
め
ら
れ
て
い
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
大
小
区
制

の
も
と
で
は
、
色
見
村
は
高
森
町
と
と
も
に
第
一
一
大
区
第
九
小
区
と
な
っ
た
。
一
二
年
の

郡
区
町
村
編
制
法
施
行
の
際
は
、
色
見
、
上
色
見
の
両
村
で
一
行
政
区
域
を
形
成
し
た
が
、

一
七
年
の
改
正
で
高
森
町
列
の
区
域
に
加
え
ら
れ
、
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
よ
り
、
高
森

町
と
は
別
個
に
色
見
、
上
色
見
が
合
併
し
て
色
見
村
と
な
っ
た
。 

（
四
） 

野
尻
村 

昔
は
阿
蘇
家
の
支
配
下
に
属
し
、
南
郷
谷
地
区
と
と
も
に
幾
多
興
亡
の
歴
史
を
く
り
返
し

て
い
る
が
、
そ
の
沿
革
は
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
。
一
説
に
、
室
町
時
代
、
足
利
直
義
の
庶

子
足
利
又
太
郎
（
野
尻
家
の
祖
と
称
し
、
川
上
岡
山
城
主
）
が
当
地
に
き
て
、
晩
年
、
阿
蘇

大
宮
司
の
女
を
め
と
り
、
野
尻
、
川
上
の
岡
山
城
に
あ
っ
て
威
勢
を
ふ
る
っ
た
が
、
天
正
年

間
に
島
津
勢
に
滅
ぼ
さ
れ
、
一
時
島
津
の
支
配
を
受
け
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当
地
方
は
も

と
野
尻
郷
と
呼
ば
れ
、
草
部
村
を
合
わ
せ
て
庄
屋
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
が
、
寛
永
九

年
（
一
六
三
二
）、
細
川
氏
入
国
以
来
、
郷
を
手
永
に
改
め
、
会
所
に
手
代
、
詰
役
、
小
頭
が

あ
っ
て
庶
務
に
従
事
し
た
。
ま
た
、
野
尻
手
永
の
会
所
は
、
も
と
川
上
に
あ
っ
た
が
、
の
ち

津
留
に
移
さ
れ
た
。 

明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）、
郡
区
町
村
編
制
法
施
行
の
際
、
本
村
の
地
域
は
、
二
つ
の
行

政
区
域
に
分
か
れ
、
野
尻
、
津
留
両
村
は
矢
津
田
、
中
村
両
村
と
と
も
に
、
尾
下
、
河
原
の

両
村
は
二
か
村
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
行
政
区
域
を
な
し
た
が
、
一
七
年
に
野
尻
、
津
留
、
尾
下
、

河
原
の
四
か
村
が
一
行
政
区
域
に
改
め
ら
れ
、
二
二
年
町
村
制
施
行
に
よ
る
四
か
村
合
併
の

基
礎
と
な
っ
た
。 

 

２ 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯 

高
森
町
ほ
か
二
か
村
の
合
併 

高
森
町
に
お
い
て
は
、
早
く
か
ら
町
村
合
併
の
必
要
性
を

認
め
、
町
村
合
併
促
進
法
制
定
前
の
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
一
月
に
は
実
態
調
査
に
着

手
し
、
各
種
の
資
料
を
県
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、「
町
村
合
併
は
な
ぜ
必
要
か
」
、「
手
を
と

ろ
う
、
境
も
と
ろ
う
隣
村
」
な
ど
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
標
語
を
配
布
し
、
広
く
一
般
住
民
の

啓
発
に
努
力
し
た
。
ま
た
、
機
会
あ
る
ご
と
に
合
併
の
必
要
性
を
力
説
す
る
な
ど
合
併
気
運

の
醸
成
に
つ
と
め
た
の
で
、
合
併
の
気
運
は
急
速
に
盛
り
あ
が
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
合
併
気
運
の
な
か
で
、
同
年
九
月
町
村
合
併
基
準
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
郡

内
の
各
町
村
長
、
議
長
が
出
席
し
て
県
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
町
村
合
併
試
案
」
、「
町
村
合
併

−1148−−1149−
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の
諸
問
題
」
を
議
題
と
し
て
、
熱
心
に
検
討
が
行
わ
れ
、
活
発
な
意
見
が
交
換
さ
れ
た
が
、

結
局
、
県
の
合
併
試
案
ど
お
り
、
阿
蘇
南
部
は
、
長
陽
村
、
久
木
野
村
、
白
水
村
、
永
水
村

の
ブ
ロ
ッ
ク
、
高
森
町
、
色
見
村
、
野
尻
村
、
草
部
村
の
ブ
ロ
ッ
ク
お
よ
び
柏
村
、
菅
尾
村
、

馬
見
原
町
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
三
ブ
ロ
ッ
ク
で
合
併
す
る
こ
と
に
ま
と
ま
っ
た
。 

次
い
で
同
年
一
〇
月
七
日
、
野
尻
、
草
部
、
柏
、
色
見
、
高
森
の
五
か
町
村
議
会
議
員
懇

談
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
こ
の
懇
談
会
は
い
わ
ば
各
町
村
議
会
議
員
の
初
顔
合
わ
せ
で
、
今

後
南
部
一
〇
か
町
村
の
合
併
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
た
。 

同
月
一
五
日
の
会
議
に
は
、
南
部
一
〇
か
町
村
の
町
村
長
、
議
会
議
員
全
員
（
一
七
九
人
）

に
懇
談
会
開
催
を
通
知
し
た
が
、
出
席
者
は
六
八
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
は
、
一
〇
月
七
日

に
行
わ
れ
た
五
か
町
村
議
会
議
員
の
申
し
合
わ
せ
ど
お
り
、「
町
村
合
併
に
対
す
る
県
の
合
併

試
案
は
で
き
て
い
る
が
、
合
併
は
町
村
住
民
の
意
思
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
か
ら
、
南
部
と
し
て
は
南
部
の
発
展
、
住
民
福
祉
の
増
進
の
た
め
、
打
っ
て
一
丸
と
す
る

強
力
な
合
併
を
推
進
す
べ
き
で
は
な
い
か
。」
と
の
案
が
出
さ
れ
た
が
、
各
町
村
と
も
ま
だ
ま

と
ま
っ
た
考
え
を
も
た
ず
、
十
分
検
討
の
必
要
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
住
民
の
世
論
を
確
か
め

る
こ
と
が
先
決
だ
と
い
う
結
論
に
達
し
、
各
町
村
と
も
一
〇
月
中
に
世
論
調
査
の
結
果
を
高

森
町
に
通
知
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
た
。
し
か
し
、
こ
の
申
し
合
わ
せ
ど
お
り
に
世
論
調

査
を
し
た
と
こ
ろ
は
、
野
尻
、
高
森
の
両
町
村
だ
け
で
あ
っ
た
。 

一
〇
月
一
九
日
、
県
主
催
に
よ
り
、
高
森
町
、
色
見
村
、
草
部
村
、
野
尻
村
の
各
町
村
長
、

正
副
議
長
、
助
役
、
教
育
長
、
農
協
長
、
婦
人
会
長
、
青
年
団
長
が
集
ま
っ
て
地
域
別
町
村

合
併
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
、
九
月
二
四
日
の
県
合
併
基
準
委
員
会
で
決
定
し
た
合
併
試
案
を

基
礎
と
し
て
、
町
村
合
併
と
い
う
線
が
強
く
打
ち
だ
さ
れ
た
。 

同
月
二
〇
日
、
高
森
町
議
会
議
員
協
議
会
が
開
催
さ
れ
、
各
村
に
合
併
を
強
く
呼
び
か
け

る
た
め
、
色
見
、
柏
、
野
尻
、
草
部
の
各
村
担
当
促
進
委
員
（
各
村
三
名
ず
つ
）
を
選
出
し
、

各
村
の
都
合
を
聞
い
て
回
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

一
一
月
七
日
、
高
森
、
色
見
両
町
村
の
町
村
長
お
よ
び
議
会
議
員
の
懇
談
会
を
開
催
し
、

ま
ず
色
見
村
と
高
森
町
が
合
併
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。 

一
一
月
一
二
日
、
高
森
、
色
見
の
両
町
村
は
、
七
日
の
懇
談
会
の
決
議
に
よ
り
協
議
会
を

開
き
、
促
進
委
員
を
選
出
し
た
あ
と
、
さ
き
に
関
係
各
村
に
出
向
き
合
併
折
衝
に
あ
た
っ
た

担
当
委
員
か
ら
そ
の
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
報
告
を
受
け
た
。 

（
一
） 

野
尻
村
、
草
部
村
は
ま
だ
合
併
に
対
す
る
認
識
が
浅
く
、
こ
れ
か
ら
世
論
の
高
揚

を
促
進
す
る
と
い
う
段
階
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
交
通
、
通
信
等
の
問
題
が
大
き
な
障
害

と
な
る
の
で
、
建
設
計
画
で
大
き
く
う
た
う
と
い
う
こ
と
で
了
解
を
え
、
相
当
の
成
果
を

収
め
た
。 

（
二
） 

柏
村
に
つ
い
て
は
、
一
〇
月
二
八
日
に
高
森
町
と
懇
談
会
を
予
定
し
て
い
た
が
柏

村
の
都
合
で
中
止
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ぜ
ひ
早
急
に
会
合
の
機
会
を
つ
く
る
よ
う

当
局
に
要
望
す
る
。 

一
一
月
一
八
日
、
高
森
町
、
色
見
村
の
二
か
町
村
の
第
一
回
合
併
促
進
委
員
会
を
開
催

し
、
次
の
四
項
目
を
申
し
合
わ
せ
た
。 

① 

合
併
促
進
協
議
会
規
約
を
二
か
町
村
だ
け
で
つ
く
る
の
は
時
期
尚
早
で
あ
る
の
で
、

準
備
委
員
会
と
し
て
関
係
町
村
に
働
き
か
け
、ま
と
ま
っ
た
う
え
で
さ
ら
に
協
議
す
る
。

 

② 

隣
接
町
村
と
の
交
渉
は
、
適
当
な
資
料
に
基
づ
い
て
行
う
。 

③ 

ブ
ロ
ッ
ク
内
の
野
尻
、
草
部
両
村
は
も
ち
ろ
ん
、
柏
村
に
は
特
に
力
を
人
れ
る
。 

④ 

関
係
町
村
に
は
、
二
〇
日
か
ら
三
〇
日
ま
で
の
間
に
両
町
村
長
、
議
長
等
一
四
人
が

出
向
い
て
個
別
折
衝
す
る
。 

し
か
し
、
そ
の
後
は
、
六
・
二
六
災
害
復
旧
工
事
の
会
計
検
査
等
の
た
め
、
合
併
問
題

も
し
ば
ら
く
棚
あ
げ
の
形
と
な
っ
た
。 

翌
二
九
年
四
月
二
二
日
、
県
主
催
に
よ
る
町
村
合
併
促
進
法
説
明
会
お
よ
び
懇
談
会
が

開
催
さ
れ
、
野
尻
、
草
部
、
柏
、
色
見
、
高
森
五
か
町
村
の
三
役
、
議
会
議
員
、
農
協
長

そ
の
他
多
数
が
集
ま
っ
た
が
、
い
ろ
い
ろ
の
意
見
が
だ
さ
れ
て
容
易
に
ま
と
ま
ら
ず
、
結

局
各
町
村
で
検
討
し
た
後
、
適
当
な
時
期
に
意
見
を
持
ち
寄
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

六
月
二
日
、
色
見
村
、
高
森
町
二
か
町
村
の
協
議
会
を
開
催
し
、
他
町
村
の
出
方
い
か

ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
森
、
色
見
両
町
村
の
合
併
は
、
昭
和
三
〇
年
一
月
を
目
標
と
し
、

一
〇
月
か
ら
準
備
段
階
に
入
る
こ
と
な
ど
を
決
定
し
た
。 

六
月
五
日
に
聞
か
れ
た
草
部
村
の
会
合
に
は
、各
代
表
者
が
出
席
し
て
懇
談
し
た
結
果
、

大
勢
は
高
森
町
合
併
に
進
ん
だ
が
、
一
部
に
宮
崎
県
田
原
方
面
と
の
合
併
希
望
も
あ
り
、

高
森
町
と
の
合
併
に
は
、
な
お
調
整
を
要
す
る
状
況
で
あ
っ
た
。
な
お
、
白
水
村
の
白
川
、

両
併
部
落
は
、
高
森
へ
の
合
併
を
希
望
し
て
い
た
が
、
白
水
村
と
し
て
は
、
分
村
は
極
力

避
け
る
方
針
で
あ
っ
た
。 

同
年
九
月
一
三
日
、
隣
接
町
村
お
よ
び
県
の
合
同
協
議
会
を
開
い
た
が
、
野
尻
、
柏
両

村
か
ら
出
席
が
な
か
っ
た
の
で
結
論
を
え
ず
、
結
局
県
に
お
い
て
各
村
の
意
思
を
と
り
ま
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と
め
た
う
え
、
九
月
二
〇
日
ご
ろ
合
併
希
望
町
村
の
合
同
会
議
を
開
き
結
論
を
だ
す
こ
と

に
な
り
、
当
日
合
併
事
務
処
理
表
を
決
め
た
。 

九
月
二
〇
日
、
県
は
、
去
る
一
三
日
の
申
し
合
わ
せ
に
し
た
が
い
、
野
尻
、
草
部
、
柏
、

色
見
、
高
森
五
か
町
村
の
合
併
懇
談
会
を
開
催
し
た
結
果
、
五
か
町
村
案
で
合
併
を
促
進

す
る
と
と
も
に
、
菅
尾
村
の
動
向
を
確
か
め
た
う
え
、
菅
尾
が
参
加
す
る
場
合
は
、
六
か

町
村
合
併
に
も
っ
て
い
く
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
た
。
九
月
二
九
日
、
県
お
よ
び
関
係
町
村

の
代
表
者
が
集
ま
っ
て
協
議
会
を
開
き
、
各
村
か
ら
次
の
よ
う
な
意
見
が
だ
さ
れ
た
。
な

お
、
柏
村
は
、
災
害
関
係
の
事
務
で
関
係
者
が
県
庁
に
出
張
し
た
た
め
出
席
で
き
な
い
旨

の
連
絡
が
あ
っ
た
。 

色
見
村
―
柏
村
は
、
こ
の
重
要
な
協
議
会
に
代
理
者
の
一
人
も
出
席
し
て
い
な
い
。
合
併

に
対
し
て
熱
意
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
の
で
四
か
町
村
で
い
こ
う
で
は
な
い
か
。 

野
尻
村
―
野
尻
村
は
、
も
う
少
し
で
踏
み
き
り
が
つ
く
と
思
う
の
で
、
県
か
ら
極
力
啓
発

説
得
し
て
ほ
し
い
。 

色
見
村
―
何
回
寄
っ
て
も
ら
ち
が
あ
か
ぬ
よ
う
で
は
困
る
。今
日
腹
の
き
ま
っ
た
高
森
町
、

色
見
村
、
草
部
村
の
三
か
町
村
で
合
併
す
る
こ
と
に
し
て
、
あ
と
は
吸
収
合
併
で

も
し
か
た
が
な
い
で
は
な
い
か
。 

野
尻
村
―
吸
収
合
併
は
、
非
常
に
不
利
に
な
る
と
思
う
か
ら
、
当
分
猶
予
し
て
ほ
し
い
。

来
月
一
〇
日
ご
ろ
に
は
決
定
し
て
何
分
の
申
し
入
れ
を
行
う
。 

草
部
村
―
草
部
村
と
し
て
は
、
当
初
柏
村
も
含
む
五
か
町
村
案
で
い
く
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
か
ら
、
一
応
委
員
と
打
ち
合
わ
せ
た
い
。
五
か
町
村
案
が
ま
と
ま
ら
な

い
場
合
、
村
内
の
一
部
に
反
対
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
。 

（
別
室
で
委
員
が
打
ち
合
わ
せ
た
結
果
）
草
部
村
と
し
て
は
前
回
申
し
合
わ
せ
た

線
で
進
む
こ
と
に
意
見
の
一
致
を
み
た
。
し
か
し
、
態
度
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
時
期
に
到
達
し
て
い
る
と
思
う
の
で
、
一
部
反
対
は
あ
っ
て
も
説
得
に
努

め
、
何
と
か
ま
と
め
て
い
き
た
い
。 

右
の
経
過
か
ら
し
て
、
五
か
町
村
合
併
が
最
終
目
標
で
あ
っ
た
が
、
ま
ず
、
高
森
町
、
色

見
村
、
草
部
村
の
三
か
町
村
が
合
併
を
行
う
こ
と
に
話
が
ま
と
ま
り
、
県
は
、
た
だ
ち
に
三

か
町
村
の
調
査
に
と
り
か
か
る
一
方
、
野
尻
村
、
柏
村
に
対
し
て
も
極
力
啓
発
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。 

ま
た
、
た
だ
ち
に
協
議
会
を
結
成
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
が
起
こ
り
、
一
〇
月
二
日
ま
で

に
野
尻
村
の
結
論
を
だ
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
、
協
議
会
結
成
目
標
の
一
〇
月
一
日
を
少
し

延
ば
す
こ
と
と
な
っ
た
。 

同
年
一
〇
月
七
日
、
高
森
町
は
、
町
議
会
議
員
、
各
種
団
体
の
長
を
集
め
、
町
村
合
併
に

関
す
る
合
同
会
議
を
開
催
し
て
、
町
長
か
ら
こ
れ
ま
で
の
経
過
報
告
が
あ
っ
た
あ
と
、
活
発

な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
合
併
は
、
ま
ず
山
東
部
か
ら
行
い
、
続
い
て
谷
内

と
段
階
を
踏
ん
で
進
む
こ
と
に
意
見
の
一
致
を
み
た
。
同
日
午
後
、
町
議
会
を
開
き
、
草
部
、

色
見
、
高
森
の
三
か
町
村
合
併
促
進
協
議
会
の
設
置
お
よ
び
規
約
に
つ
い
て
審
議
を
行
い
、

原
案
ど
お
り
可
決
決
定
し
た
。 

草
部
村
、
色
見
村
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
同
様
の
議
決
が
行
わ
れ
た
。 

そ
の
後
、
一
〇
月
二
〇
日
、
熊
本
日
日
新
聞
紙
上
に
「
野
尻
村
は
住
民
投
票
の
結
果
、
他

村
と
の
合
併
見
送
り
」
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
り
し
て
、
四
か
町
村
の
希
望
は
一
応
無
く
な

っ
た
形
と
な
っ
た
の
で
、
草
部
、
色
見
、
高
森
の
三
か
町
村
は
、
一
〇
月
二
八
日
合
併
促
進

協
議
会
を
開
催
し
、
三
か
町
村
合
併
に
よ
る
新
町
建
設
の
第
一
歩
を
踏
み
だ
す
こ
と
と
な
っ

た
。 同

年
一
一
月
二
四
日
、
合
併
関
係
町
村
長
お
よ
び
議
長
の
会
議
を
開
催
し
、
町
村
別
建
設

計
画
、
協
議
会
予
算
な
ど
を
決
定
し
た
。 

そ
の
後
、
一
一
月
に
は
先
進
地
「
球
磨
村
」
を
視
察
す
る
と
と
も
に
、
山
林
、
原
野
等
の

実
態
調
査
を
行
う
ほ
か
、
合
併
協
議
会
も
三
回
開
催
し
た
。 

ま
た
、
翌
三
〇
年
一
月
六
日
の
協
議
会
で
は
、
野
尻
村
議
会
議
長
か
ら
、「
野
尻
村
と
し
て

は
村
内
の
反
対
も
強
く
、
折
角
三
か
町
村
が
円
満
の
う
ち
に
合
併
の
話
し
合
い
が
進
行
し
て

い
る
の
に
波
乱
を
起
こ
し
て
は
申
し
わ
け
な
い
の
で
、
合
併
に
つ
い
て
は
こ
の
際
再
検
討
す

る
こ
と
に
し
た
。」
旨
の
発
言
が
あ
り
、
結
局
、
野
尻
村
の
合
併
は
見
合
わ
せ
る
こ
と
に
決
定

し
た
。 

同
年
一
月
二
一
日
、
合
併
協
議
会
の
全
員
協
議
会
を
開
催
し
、
高
森
町
建
設
計
画
お
よ
び

合
併
協
定
書
を
可
決
し
た
。
ま
た
、
高
森
町
発
足
準
備
事
務
予
定
、
新
町
役
場
機
構
、
事
務

引
継
ぎ
そ
の
他
を
協
議
し
、
一
月
三
一
日
、
三
か
町
村
の
議
会
に
お
い
て
合
併
議
案
を
そ
れ

ぞ
れ
可
決
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
発
足
準
備
事
務
予
定
表
に
し
た
が
っ
て
順
調
に
事
務
が
進
め
ら
れ
、

四
月
一
日
、
新
町
「
高
森
町
」
が
誕
生
し
た
。 
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野
尻
村
の
編
入 

新
高
森
町
発
足
後
、
野
尻
村
の
一
部
（
市
野
尾
、
上
玉
東
、
大
道
）
が

野
尻
村
か
ら
分
村
し
て
高
森
町
に
合
併
し
た
い
旨
の
請
願
書
が
二
回
に
わ
た
り
町
長
お
よ
び

議
長
あ
て
に
提
出
さ
れ
、
ま
た
、
野
尻
村
の
分
村
合
併
希
望
者
か
ら
「
野
尻
村
の
実
状
」
と

題
す
る
次
の
よ
う
な
文
書
が
提
出
さ
れ
た
。 

「
野
尻
村
当
局
と
し
て
は
、
合
併
す
る
場
合
は
、
挙
村
一
致
を
も
っ
て
合
併
す
る
こ
と
に

し
て
い
る
が
、
住
民
の
世
論
調
査
の
結
果
、
未
合
併
と
す
る
も
の
八
〇
〇
余
人
、
合
併
を
希

望
す
る
も
の
六
〇
〇
余
人
で
、
未
合
併
を
希
望
す
る
も
の
が
過
半
数
あ
っ
た
の
で
、
一
応
未

合
併
と
い
う
こ
と
に
決
定
し
た
が
、
現
在
の
村
財
政
は
自
主
財
源
三
割
程
度
で
あ
り
、
三
部

落
民
と
し
て
は
最
初
の
基
本
線
ど
お
り
分
村
合
併
を
決
意
し
て
お
り
、
こ
れ
以
上
村
当
局
と

話
し
合
い
の
必
要
な
く
、
あ
く
ま
で
初
志
を
貫
く
覚
悟
で
あ
る
の
で
、
編
入
合
併
を
お
願
い

し
た
い
。」 

町
当
局
は
、
こ
の
分
村
合
併
申
し
入
れ
に
つ
い
て
の
意
向
を
質
し
た
と
こ
ろ
「
挙
村
一
致

で
合
併
を
推
進
さ
れ
た
い
。」
と
の
意
見
で
あ
っ
た
。 

そ
の
後
、
八
月
一
六
日
に
は
野
尻
村
長
が
、
八
月
二
三
日
に
は
柏
村
北
部
有
志
が
、
八
月

二
四
日
と
二
七
日
に
は
野
尻
村
分
村
合
併
代
表
者
が
、
高
森
町
役
場
を
訪
れ
、
高
森
町
と
合

併
し
た
い
と
の
申
し
入
れ
を
行
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
て
、
高
森
町
当
局
お
よ
び
議
会
は
、
で
き
る
だ
け
挙
村
一
致

の
合
併
を
希
望
す
る
が
、
も
し
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
分
村
手
続
き
を
完
全
に
終
え
た
の

ち
、
条
件
付
で
な
い
合
併
を
認
め
る
こ
と
に
決
定
し
た
。 

こ
の
間
、
一
二
月
二
〇
日
、
蘇
陽
町
長
お
よ
び
副
議
長
が
高
森
町
役
場
を
訪
れ
、
蘇
陽
町

合
併
前
の
八
月
二
三
日
に
柏
村
北
部
有
志
が
高
森
町
へ
の
合
併
の
意
向
を
伝
え
た
な
ど
の
事

情
も
あ
っ
て
、
そ
の
旧
柏
村
の
分
村
派
に
対
し
て
高
森
町
か
ら
あ
ま
り
刺
激
を
与
え
な
い
よ

う
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
申
し
入
れ
を
行
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
翌
三
二
年
一
月
五
日
付
を
も
っ
て
、
新
市
町
村
建
設
促
進

法
第
二
八
条
の
規
定
に
基
き
高
森
町
と
野
尻
村
と
の
合
併
の
知
事
勧
告
が
な
さ
れ
た
。 

そ
こ
で
、同
年
二
月
一
三
日
野
尻
村
と
の
合
併
問
題
に
つ
い
て
第
一
回
協
議
会
を
開
催
し
、

ま
ず
、
県
か
ら
勧
告
に
至
っ
た
経
緯
お
よ
び
法
的
意
義
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
が
あ
り
、
円

満
な
合
併
に
も
っ
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
と
の
要
望
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
町
長
、
議

長
、
副
議
長
等
が
議
会
全
員
協
議
会
で
決
定
し
た
町
の
態
度
に
つ
い
て
述
べ
、
合
併
に
伴
う

幾
多
の
難
点
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
県
は
、「
勧
告
の
文
面
で
は
対
等
合
併
の
よ
う
に

も
受
け
と
ら
れ
る
が
、
実
質
的
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
編
入
合
併
の
形

で
あ
る
の
で
、
高
森
町
と
し
て
も
大
き
な
気
持
ち
で
受
け
い
れ
て
も
ら
い
た
い
。」
と
説
明
し

た
。
結
局
、
高
森
町
側
と
し
て
は
情
勢
が
や
む
を
え
な
け
れ
ば
一
応
勧
告
に
し
た
が
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
議
会
の
了
解
も
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
野
尻
村
側
が
無
条
件

か
つ
誠
意
を
も
っ
て
臨
む
な
ら
ば
話
し
合
っ
て
も
よ
い
が
、
と
に
か
く
野
尻
村
の
意
向
を
取

り
ま
と
め
て
も
ら
い
た
い
と
要
望
し
た
。 

同
日
午
前
二
時
か
ら
県
は
待
機
中
の
野
尻
村
代
表
者
と
会
談
し
、
高
森
町
側
の
意
向
を
打

ち
だ
し
た
と
こ
ろ
、
大
体
了
承
し
た
の
で
県
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
り
た
だ
ち
に
両
者
会
談
が
行

わ
れ
た
。 

高
森
町
側
は
野
尻
村
が
村
意
を
統
一
し
て
、
ぜ
ひ
合
併
を
望
む
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
話

し
合
っ
て
も
よ
い
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
野
尻
村
は
村
長
が
村
内
の
事
情
、
分
収
林
処
分
の

状
況
等
に
つ
い
て
説
明
し
、
極
力
全
村
を
ま
と
め
て
合
併
の
線
に
も
っ
て
い
き
た
い
旨
を
述

べ
双
方
忌
た
ん
の
な
い
意
見
を
交
換
し
た
あ
と
、
県
側
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
り
、
両
町
村
か
ら

各
八
名
ず
つ
の
委
員
を
だ
し
、
さ
ら
に
協
議
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

三
月
二
六
日
、
両
町
村
の
合
併
協
議
会
が
開
か
れ
、
高
森
町
側
か
ら
基
本
財
産
、
三
一
年

度
決
算
書
等
に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
り
、
野
尻
村
側
か
ら
も
一
一
項
目
に
わ
た
る
要
望
事
項

が
だ
さ
れ
た
あ
と
、
一
応
の
結
論
を
だ
し
、
き
た
る
四
月
二
日
高
森
町
役
場
に
お
い
て
合
併

協
議
会
を
開
催
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。 

四
月
二
日
、
町
村
合
併
合
同
協
議
会
を
開
催
し
、
野
尻
村
側
か
ら
議
員
数
、
職
員
問
題
等

に
つ
い
て
の
再
要
望
が
だ
さ
れ
、
い
ろ
い
ろ
検
討
し
た
結
果
、
合
併
後
の
議
員
数
は
、
二
人
、

役
場
職
員
数
は
五
人
と
す
る
線
で
大
体
の
話
し
合
い
が
つ
い
た
が
、
最
終
的
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
と
り
あ
え
ず
合
併
議
決
を
さ
き
に
す
る
よ
う
に
と
の
県
の
意
見
に
し
た
が

い
、
四
月
四
日
、
野
尻
村
議
会
は
合
併
を
議
決
、
六
日
、
高
森
町
議
会
も
編
入
合
併
を
議
決

し
、
一
九
日
、
知
事
に
合
併
申
請
書
を
提
出
し
た
。
六
月
一
一
日
の
合
併
協
議
会
で
は
、
議

員
定
数
問
題
に
つ
い
て
、
高
森
町
の
要
望
は
二
人
、
野
尻
村
側
の
要
望
は
六
人
で
あ
っ
た
が
、

県
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
り
四
人
に
落
ち
着
き
、
そ
の
他
の
合
併
条
件
な
ど
も
決
定
さ
れ
た
。
同

時
に
、
合
併
期
日
を
八
月
一
日
と
決
定
し
、
県
に
こ
の
旨
を
申
し
入
れ
た
。 

七
月
一
五
日
、
県
お
よ
び
高
森
町
が
共
同
し
て
、
野
尻
村
の
実
状
調
査
を
行
い
、
合
併
勧

告
後
の
官
行
造
林
地
、
県
行
造
林
地
の
土
地
無
償
譲
渡
の
議
決
、
職
員
の
定
数
条
例
改
正
、

給
与
改
正
等
の
問
題
点
に
つ
い
て
野
尻
村
側
に
質
問
し
、
そ
の
対
策
に
つ
い
て
再
覚
書
を
作
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成
し
た
。 

七
月
二
四
日
、
野
尻
村
役
場
に
お
い
て
、
事
務
引
継
ぎ
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
た
が
、
野

尻
村
で
山
林
、
土
地
の
不
当
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
で
編
入
合
併
拒
否
の
問
題
が
持
ち
あ
が
っ

た
。
高
森
町
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
紳
士
的
態
度
で
臨
ん
で
き
た
の
に
、
野
尻
村
が
こ
れ
ま

で
と
っ
た
行
動
は
了
承
で
き
な
い
し
、
県
が
と
っ
た
措
置
も
す
こ
ぶ
る
緩
慢
で
あ
る
と
し
て
、

七
月
二
七
日
緊
急
臨
時
町
議
会
を
招
集
し
て
こ
の
問
題
を
討
議
し
た
。
し
か
し
、
県
か
ら
、

責
任
を
も
っ
て
野
尻
村
の
処
分
を
取
り
消
さ
せ
る
の
で
、
合
併
拒
否
の
議
決
は
見
合
わ
せ
て

ほ
し
い
旨
の
連
絡
が
あ
っ
た
た
め
、
町
と
し
て
は
合
併
拒
否
の
議
決
は
見
合
せ
、
八
月
一
日

予
定
ど
お
り
編
入
合
併
が
実
現
し
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
及
び
協
定
項
目 

高
森
町
ほ
か
二
か
村
合
併 

（
一
） 

合
併
の
形
式 

 

草
部
村
、
高
森
町
、
色
見
村
三
か
町
村
を
合
体
し
、
町
と
す
る
。

 

（
二
） 

合
併
実
施
の
時
期 

 

昭
和
三
〇
年
四
月
一
日 

（
三
） 

新
町
名 

 

町
名
は
「
高
森
町
」
と
す
る
。 

（
四
）
役
場
の
位
置 

役
場
の
位
置
は
、
熊
本
県
阿
蘇
郡
高
森
町
一
二
四
六
番
地
（
現
高
森
町
役
場
）
と
す
る
。

 

（
五
） 

役
場
出
張
所
の
位
置 

１ 

草
部
出
張
所
は
、
阿
蘇
郡
草
部
村
（
現
草
部
村
役
場
）
に
置
く
。 

２ 

色
見
出
張
所
は
、
阿
蘇
郡
色
見
村
（
現
色
見
村
役
場
）
に
置
く
。 

（
六
） 

出
張
所
で
行
う
事
務 

戸
籍
、
住
民
登
録
、
配
給
、
町
税
そ
の
他
必
要
な
事
務 

（
七
） 

選
挙 

１ 

議
会
議
員 

ア 

議
会
議
員
に
つ
い
て
は
、
町
村
合
併
促
進
法
の
特
例
を
適
用
し
な
い
。 

イ 

議
会
議
員
の
定
数
は
、
二
〇
人
と
す
る
（
地
方
自
治
法
第
九
一
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
。） 

ウ 

議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
行
わ
れ
る
選
挙
に
限
り
、
各
町
村
を
区

域
と
す
る
選
挙
区
を
設
け
る
。 

エ 

選
挙
区
の
定
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

草
部
村
地
区 

七
人 

高
森
町
地
区 

九
人 

色
見
村
地
区 

四
人 

２ 

教
育
委
員 

教
育
委
員
会
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数
に
つ
い
て
は
、
町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の

二
の
特
例
を
適
用
し
、
そ
の
定
数
は
四
人
と
し
、
任
期
は
昭
和
三
一
年
三
月
三
一
日
ま

で
と
す
る
。 

３ 

農
業
委
員 

ア 

新
町
の
農
業
委
員
会
は
一
農
業
委
員
会
と
す
る
。 

イ 

農
業
委
員
会
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数
に
つ
い
て
は
、
町
村
合
併
促
進
法
第
九
条

の
三
の
特
例
を
適
用
し
、
そ
の
定
数
は
一
五
人
と
し
、
任
期
は
昭
和
三
一
年
三
月
三

一
日
ま
で
と
す
る
。 

（
八
） 

助
役
の
定
数 

 

助
役
の
定
数
は
、
一
人
と
す
る
。 

（
九
） 

合
併
関
係
町
村
の
職
員
の
身
分
取
扱
い 

１ 

町
村
合
併
促
進
法
第
二
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
町
村
合
併
の
際
、
現
に
そ
の
職
に

あ
る
合
併
関
係
町
村
の
職
員
は
、
三
役
を
除
き
全
員
引
き
続
き
新
町
の
職
員
と
し
て
の

身
分
を
保
有
せ
し
め
、
職
員
の
勤
務
年
数
は
、
こ
れ
を
継
承
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
合
併
関
係
町
村
の
不
均
衡
を
調
整
し
、
そ
の

身
分
の
取
扱
い
に
関
し
て
は
す
べ
て
を
通
じ
公
正
に
処
理
す
る
。 

３ 

一
般
職
の
職
員
の
退
職
手
当
は
、
国
家
公
務
員
に
準
じ
、
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当

暫
定
措
置
法
第
三
条
第
一
項
に
よ
る
普
通
退
職
手
当
の
額
（
同
法
第
九
条
但
書
に
該
当

す
る
者
は
同
法
に
よ
る
額
）
に
一
〇
〇
分
の
二
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
を

支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
合
併
後
二
か
月
以
内
に
退
職
し
た
者
に
限
る
。 

（
一
〇
） 

部
落
嘱
託
員
の
設
置 

合
併
関
係
町
村
の
嘱
託
員
は
、
こ
れ
を
当
分
現
在
の
ま
ま
存
置
し
、
将
来
必
要
に
応
じ

統
合
整
理
す
る
。 

（
一
一
） 

財
産
処
分 

１ 

草
部
村
、
高
森
町
、
色
見
村
の
所
有
す
る
す
べ
て
の
財
産
（
行
政
財
産
、
一
般
財
産
、

特
別
基
本
財
産
）
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
学
校
林
に
つ
い
て

は
、
学
校
区
と
各
町
村
と
の
契
約
を
継
承
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

草
部
村
、
高
森
町
、
色
見
村
の
す
べ
て
の
負
債
（
一
時
借
入
金
を
除
く
。）
は
、
新
町

に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。 

３ 

部
分
林
に
関
係
あ
る
も
の
は
、
旧
慣
を
遵
守
、
町
村
の
分
収
は
新
町
に
引
き
継
ぐ
も

−1152−−1153−
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の
と
す
る
。

  
４   

町
村
有
牧
野
、
採
草
地
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
使
用
慣
行
の
と
お
り
と
す
る
。

（
一
二
）   

債
務
、
債
権

   

草
部
村
、
高
森
町
、
色
見
村
の
債
権
、
債
務
に
つ
い
て
は
、
誠
実
に
こ
れ
を
処
理
し
た
う

え
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る

   

草
部
村
、
高
森
町
、
色
見
村
の
有
す
る
消
防
機
械
、
器
具
は
、
す
べ
て
新
町
に
引
き

継
ぐ
も
の
と
す
る
。

   

草
部
村
、
高
森
町
、
色
見
村
の
消
防
団
員
は
、
こ
れ
を
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す

る
。

   

新
町
役
場
に
消
防
団
本
部
を
起
き
、分
団
数
お
よ
び
団
員
数
は
当
分
現
在
の
ま
ま
と

し
、
将
来
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

    

草
部
村
、
色
見
村
の
国
民
健
康
保
険
事
業
は
、
促
進
法
第
一
八
条
に
よ
り
存
続
し
、
新

町
発
足
後
一
年
以
内
に
お
い
て
全
区
域
に
実
施
す
る
。

   

草
部
村
、
高
森
町
、
色
見
村
の
各
種
継
続
事
業
お
よ
び
既
定
計
画
事
業
は
新
町
で
継
続

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

   

新
市
町
村
建
設
促
進
法
第
二
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
合
併
の
際
、
現
に
そ
の
職

に
あ
る
野
尻
村
の
一
般
職
員
は
引
き
続
き
高
森
町
の
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
せ
し
め
、

野
尻
村
に
お
け
る
勤
務
年
数
は
こ
れ
を
通
算
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
事

前
に
、
高
森
町
長
と
野
尻
村
長
と
相
互
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る

   

野
尻
村
は
、
合
併
前
に
極
力
職
員
の
希
望
退
職
を
募
り
、
こ
れ
に
よ
り
退
職
し
た
者
お
よ

び
合
併
後
二
か
月
以
内
に
退
職
し
た
者
に
対
し
て
は
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
暫
定
措
置
法

第
三
条
第
一
項
に
よ
る
普
通
退
職
手
当
の
額
（
同
法
第
九
条
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
者
は
同

法
に
よ
る
額
）
に
一
〇
〇
分
の
二
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
を
支
給
す
る
も
の
と

す
る
。

   

高
森
町
の
現
教
育
委
員
会
委
員
の
任
期
満
了
の
場
合
は
、
優
先
し
て
野
尻
地
区
よ
り
一
人
を

推
薦
す
る
こ
と
。

   

地
方
自
治
法
第
九
一
条
第
一
項
に
よ
り
、
高
森
町
議
会
議
員
の
定
数
を
四
人
増
員
し
、
野
尻

村
の
区
域
を
選
挙
区
と
し
て
選
挙
す
る
も
の
と
す
る
。

（
一
三
）   

消
防
団
の
統
合

 

１２３４    

消
防
団
の
編
成
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
一
四
）   

国
民
健
康
保
険

（
一
五
）   

各
種
事
業

（
一
六
）   

左
の
団
体
の
統
合
を
す
み
や
か
に
あ
っ
せ
ん
す
る
。

    

農
業
協
同
組
合
、
農
業
共
済
組
合
、
商
工
会
、
森
林
組
合
、
青
年
団
、
婦
人
会
、
そ
の

   

他
（
一
七
） 

町
民
税
の
賦
課
率　
　

各
町
村
の
税
率
を
調
整
す
る
。

（
一
八
）
大
字
お
よ
び
字
の
名
称

    

高
森
町
を
大
字
高
森
と
、
草
部
村
、
色
見
村
の
大
字
は
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。

（
一
九
）  

学
校
区
は
、
当
分
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。

野
尻
村
の
編
入

（
一
）     

合
併
の
形
式

野
尻
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
高
森
町
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

（
二
）     

合
併
の
時
期　
　

昭
和
三
二
年
八
月
一
日
と
す
る
。

（
三
）     

出
張
所
の
設
置
お
よ
び
事
務

  

１   

野
尻
出
張
所
を
現
役
場
に
置
く
。

  

２    

出
張
所
に
お
い
て
は
、
お
お
む
ね
次
の
事
務
を
行
う
。

     

町
税
そ
の
他
徴
収
、
戸
籍
、
住
民
登
録
、
諸
証
明
、
配
給
そ
の
他
必
要
な
事
務

（
四
）     

議
会
議
員
の
定
数

（
五
）    

職
員
の
身
分
取
扱
い

３   

職
員
の
身
分
取
扱
い
お
よ
び
給
与
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
公
正
に
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
六
）     
教
育
委
員
会
委
員

１２１

消
防
団
長

副
団
長

分
団
長

分
団
長

分
団
長

自
第

一

分
団

自
第

四

分
団

自
第
一
〇
分
団

至
第

三

分
団

至
第

九

分
団

至
第

一
一
分
団

（
草
部
地
区
）

（
高
森
地
区
）

（
色
見
地
区
）

（
一
人
）

（
二
人
）

（
三
人
）

（
六
人
）

（
二
人
）



 
 

野
尻
村
の
地
域
に
、
知
事
の
許
可
を
得
て
地
区
農
業
委
員
会
を
置
き
、
高
森
町
の
現
農
業
委

員
会
委
員
の
任
期
満
了
の
期
日
ま
で
存
続
せ
し
む
る
も
の
と
す
る
。

 
 

野
尻
村
の
部
落
駐
在
員
は
、
当
分
現
在
の
ま
ま
と
し
、
将
来
必
要
に
応
じ
統
合
整
理
す
る
も

の
と
す
る
。

 
 

野
尻
村
の
所
有
す
る
す
べ
て
の
財
産
（
行
政
財
産
、
一
般
財
産
）
は
、
高
森
町
に
引
き
継

ぐ
も
の
と
す
る
。

 
 

部
分
林
（
現
行
お
よ
び
官
行
造
林
）
に
関
係
あ
る
も
の
は
、
旧
慣
を
遵
守
し
、
村
の
分
収

は
高
森
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

 
 

野
尻
村
の
有
す
る
債
権
、
債
務
に
つ
い
て
は
、
誠
実
に
こ
れ
を
処
理
し
た
う
え
、
高
森
町
に

引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

 
 

野
尻
村
の
消
防
団
員
は
、
こ
れ
を
高
森
町
に
引
き
継
ぎ
、
団
の
編
成
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、

別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 

野
尻
村
の
区
域
に
対
す
る
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
一
年
以
内
に
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。

 
 

野
尻
村
の
各
種
事
業
お
よ
び
既
定
計
画
事
業
（
補
助
事
業
お
よ
び
財
源
措
置
あ
る
も
の
。）は
、

高
森
町
に
お
い
て
継
続
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 

右
委
員
推
せ
ん
ま
で
は
、
野
尻
村
の
現
教
育
委
員
会
委
員
の
う
ち
一
人
を
代
表
者
と
し
て

高
森
町
教
育
委
員
会
に
出
席
せ
し
め
、
そ
の
意
見
を
徴
す
る
こ
と
。

２（
七
） 

 
農
業
委
員
会
委
員

（
八
） 

 

部
落
駐
在
員

（
九
） 

 

財
産
処
分

１２ 
 

野
尻
村
の
す
べ
て
の
負
債
は
、
高
森
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

３４ 
 

村
有
牧
野
、
採
草
地
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
使
用
慣
行
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
一
〇
） 

 

債
権
債
務

（
一
一
） 

 

消
防
団
の
統
合

（
一
二
） 

 

国
民
健
康
保
険

（
一
三
） 

 

各
種
事
業

（
一
四
） 

 

各
種
団
体
の
統
合

 
 

各
種
団
体
の
統
合
を
す
み
や
か
に
あ
っ
せ
ん
す
る
も
の
と
す
る
。

（
一
五
） 

 

大
字
お
よ
び
字
の
名
称 

 

野
尻
村
の
大
字
お
よ
び
字
は
、
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。

（
一
六
） 

 

学
校
区 
 
 
 

学
校
区
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。

４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

（
一
）
高
森
町
ほ
か
二
か
村
合
併

（
二
）
野
尻
村
の
編
入 長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

町

村

名

長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

町

村

名

草

部

村

高

森

町

色

見

村

小

崎

敏

雄

津

留

要

田

上

親

視

甲

斐

幸

人

田

尻

十

蔵

荒

牧

国

弘

二
子
石

開

津

留

大

吉

岩
下
登
起
男

本

田

武

茂

今

村

観

象

安

方

三

治

甲

斐

進

住

吉

平

馬

後

藤

武

弘

高

森

町

野

尻

村

今

村

観

象

吉
良
山

孝

岩

下

八

束

草

村

哲

水

田

尻

十

蔵

甲

斐

敏

一

安

藤

則

一

瀬

井

一

男

安

方

三

治

伊

藤

万
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５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表

（
一
）
高
森
町
ほ
か
二
か
村
合
併

（
二
）
野
尻
村
の
編
入

―1156―

区

分

都
市
的

業

態

そ
の
他

の
業
態

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円 人人人人

人
人

戸人

平
方
粁

商

工

業

そ

の

他

そ

の

他

計計

農

業

官

公

署

中
学
校
以

上
の
学
校

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

会
社
、工
場
、事
業
場(

資
本
金
五
百
万
円
以
上)

生

産

額

鉱

工

産

農

産

そ

の

他

計

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

三
〇
一
、
七
九
七

一
四
、
一
五
一

八
六
、
四
九
四

二
〇
一
、
一
五
二

―

七
六
、
二
七
二

一
四
、
九
〇
二

六
、
一
四
〇

一
五
、
五
二
〇一三

二
二

八
、
一
四
〇

四
、
七
七
一

三
、
三
九
六

二
、
四
〇
八

一
、
八
〇
三

一
〇
五
・
四
九

六
〇
五

一
、
九
八
〇

一
〇
、
五
四
八

四
〇
、
四
九
八

六
、
四
九
一

三
三
、
一
三
六

八
七
一

―

一
四
、
五
一
八

四
、
三
六
九

六
七
三

九
二
三

―

二五

三
、
四
九
四

一
、
八
七
三

一
、
六
二
一

一
〇
六

―

五
六
・
七
四

一
〇
六

六
五
〇

三
、
六
〇
〇

二
四
五
、
四
四
九

六
、
一
六
〇

四
三
、
九
〇
八

一
九
五
、
三
八
一

―

二
八
、
五
五
四

八
、
二
一
四

一
四
、
三
九
一

五
、
三
八
二一一

一
四

二
、
八
〇
五

八
六
〇

二
、
一
九
五

一
、
七
四
五

一
、
九
四
五

一
五
・
三
九

四
五
〇

五
、
〇
〇
〇

一
、
〇
一
〇

一
五
、
八
五
〇

一
、
五
〇
〇

九
、
四
五
〇

四
、
九
〇
〇

―

三
二
、
二
〇
〇

二
、
三
一
九

八
五

二
〇
六

― ―

三

一
、
八
四
一

九
五
三

八
八
八

一
〇
七

五
八

三
三
・
三
六

四
九

三
二
〇

一
、
九
四
八

高

森

町

草

部

村

高

森

町

色

見

村

合

併

町

村

区

分

都
市
的

業

態

そ
の
他

の
業
態

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円 人人人人

人
人

戸人

平
方
粁

商

工

業

そ

の

他

そ

の

他

計計

農

業

官

公

署

中
学
校
以

上
の
学
校

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

会
社
、工
場
、事
業
場(

資
本
金
五
百
万
円
以
上)

生

産

額

鉱

工

産

農

産

そ

の

他

計

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

三
九
五
、
四
九
七

三
一
一
、
七
九
七

四
四
、
一
五
一

一
五
〇
、
一
九
四

二
〇
一
、
一
五
二

―

七
六
、
〇
三
一

二
二
、
〇
四
六

六
、
四
二
〇

三
六
、
五
四
六一五

二
八

一
一
、
三
二
二

六
、
五
九
四

四
、
七
二
六

二
、
五
〇
四

一
七
四
・
一
一

六
六
三

一
、
八
四
一

二
、
四
〇
八

六
〇
五

一
、
八
〇
三

九
六

五
八

三
八

二
、
六
二
三

二
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